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コロラド州親族法の概要 

 コロラド州親族法の法律は，1 編から 43 編で構成されるコロラド州法の第 14 編「家事事項」

（TITLE 14 DOMESTIC MATTERS）として規定されている。 

第 14 編は以下のとおり 15 の章（Article）で構成されており，親権ないし監護権については，

その実体的な内容及び手続につき，第 10 章の統一離婚法（Uniform Dissolution of Marriage Act）か

ら第 13.7 章の統一軍務配備親の監護権及び面会交流法（Uniform Deployed Parents Custody and 

Visitation Act）において規定されている。州ないし国を超える監護権に関する管轄等を規律する

UCCJEA の規定が第 13 章として規定されている。 

 

TITLE 14 DOMESTIC MATTERS 

 ARTICLE 7 Parent and Child 

 ARTICLE 10 Uniform Dissolution of Marriage Act 

  14-10-124. Best interests of child. 

 ARTICLE 10.5. PARENTING TIME ENFORCEMENT ACT 

 ARTICLE 11 Actions Originating in Other Jurisdictions 

 ARTICLE 12 Marriage Counseling 

 ARTICLE 13 Uniform Child-custody Jurisdiction and Enforcement Act 

 ARTICLE 13.5 Uniform Child Abduction Prevention Act 

 ARTICLE 13.7 Uniform Deployed Parents Custody and Visitation Act  

 

親権・監護権の概念・内容 

親権ないし監護権に相当する概念あるいは関連する概念として，親の責任（parental 

responsibilities），decision-making responsibility（意思決定責任），及び，養育時間（parenting time）

の３つの概念が挙げられる。親の責任（parental responsibilities）は他州における監護権（custody）

に相当するもの，decision-making responsibility（意思決定責任）はその内容につき子に関する意

思決定に関わるもの，養育時間（parenting time）は面会交流（Visitation）に相当するものと解さ

れる。 

裁判所は，子の安全と身体的，精神的，及び情緒的な子の状況及び子のニーズを最優先に考慮

し，子の最善の利益に適うよう，養育時間及び意思決定の責任を含む親の責任の分担を決定しな

ければならないと規定されており(14-10-124 条(1.5))，その規定の中に(a) 養育時間の決定と(b) 

意思決定責任の分担が規定されていることに照らしても，ハーグ条約上の監護権が一方の親の
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みに認められていると考えるべき場合は少ないとされる。もっとも，後述するように一方の親が

ドメスティック・バイオレンスを犯したと裁判所が認めた場合等のケースにおいては，一方の親

にのみハーグ条約上の監護権が存すると認めるべき場合もありうる。 

2018 年 4 月 2 日の改正により，10.5 章（養育時間執行法）中の立法府の宣言に関する規定 14-

10.5-102(1)において out-of-wedlock births（嫡出でない）との表現が，children born to single parents

（片親から生まれた子）に改められた。 

 

ドメスティック・バイオレンス等の考慮 

 裁判所において一方当事者が子の虐待，放置，若しくはドメスティック・バイオレンスを犯し

たと認めた場合等において，虐待された当事者及び子が安全な方法で協力的に行うことができる

能力がある旨の信用性のある証拠がない限り相互に意思決定権限を分担させることは，子の最善

の利益に資するものとはならないこと(14-10-124 条(4)(a))や，裁判所が養育時間につき子と虐待の

被害者の安全を確保するような養育時間の条件を検討しなければならないこと(14-10-124 条

(4)(e))が規定されている。なお，一方当事者が子の虐待，放置，若しくはドメスティック・バイオ

レンスを犯したと認めるに必要な証拠上のルールは，刑事訴訟のような合理的な疑いを超える証

明ではなく，証拠の優越で足りる(14-10-124 条(4)(a)(e)等)。 

 

UCAPA 

13.5 章において，統一子奪取防止法（Uniform Child Abduction Prevention Act）として，州ないし

国を超える子の奪取に関する裁判所の命令等について規定されている。子の奪取が差し迫ってい

る場合にもその危険を防ぐために裁判所が差止命令等を発することができる旨が規定されている。 

 

UDPCAVA 

13.7 章で統一軍務配備親の監護権及び面会交流法（UNIFORM DEPLOYED PARENTS CUSTODY 

AND VISITATION ACT）が規定されている。軍務配備についた親がそれゆえに監護権等の決定に

ついて不利益を受けることの内容にする旨を定めた規定であるが，内容はノースカロライナ州法

50A 章第 3 節とほぼ同じであるので，その内容を参照されたい。 

 


